
 令和７年分の世帯の総所得金額等の合計額が「認定基準額」以下の場合、認定となります。

 認定基準額は、世帯人数や年齢により変わります。この表の例示にあてはまらない場合は、

 基準額の算定方法をご利用ください。

世帯
人数

家族構成 年齢 認定基準額
世帯
人数

家族構成 年齢 認定基準額

母又は父 ２０～４０ 父 ２０～４０

小学生 ６～１１ 母 ２０～４０

母又は父 ４１～５９ 小学生 ６～１１

小学生 ６～１１ 小学生 ６～１１

母又は父 ２０～４０ 幼児 ３～５

中学生 １２～１４ 父 ２０～４０

母又は父 ４１～５９ 母 ２０～４０

中学生 １２～１４ 中学生 １２～１４

父 ２０～４０ 小学生 ６～１１

母 ２０～４０ 小学生 ６～１１

小学生 ６～１１ 父 ４１～５９

父 ４１～５９ 母 ４１～５９

母 ２０～４０ 中学生 １２～１４

小学生 ６～１１ 小学生 ６～１１

父 ２０～４０ 祖父（母） ７０～

母 ２０～４０ 父 ４１～５９

中学生 １２～１４ 母 ４１～５９

父 ４１～５９ 兄姉 １５～１７

母 ４１～５９ 中学生 １２～１４

中学生 １２～１４ 祖父（母） ７０～

母（父） ２０～４０ 父 ４１～５９

小学生 ６～１１ 母 ４１～５９

幼児 ３～５ 中学生 １２～１４

母（父） ２０～４０ 小学生 ６～１１

中学生 １２～１４ 祖父 ７０～

小学生 ６～１１ 祖母 ７０～

母（父） ４１～５９ 父 ４１～５９

兄姉 １５～１７ 母 ４１～５９

中学生 １２～１４ 中学生 １２～１４

父 ２０～４０ 中学生 １２～１４

母 ２０～４０ 祖父 ７０～

小学生 ６～１１ 祖母 ７０～

幼児 ３～５ 父 ４１～５９

父 ２０～４０ 母 ４１～５９

母 ２０～４０ 兄姉 １５～１７

小学生 ６～１１ 中学生 １２～１４

小学生 ６～１１ 小学生 ６～１１

父 ２０～４０ 祖父 ７０～

母 ２０～４０ 祖母 ７０～

中学生 １２～１４ 父 ４１～５９

小学生 ６～１１ 母 ４１～５９

父 ４１～５９ 兄姉 １８～１９

母 ４１～５９ 兄姉 １５～１７

兄姉 １５～１７ 中学生 １２～１４

中学生 １２～１４ 小学生 ６～１１

母（父） ２０～４０ 祖父 ７０～

中学生 １２～１４ 祖母 ７０～

小学生 ６～１１

小学生 ６～１１

令和８年度 就学援助費認定基準額［早見表］
（年齢については、令和8年4月1日現在の満年齢。）

２
人

¥2,006,424

５
人

¥3,638,172

３
人

¥1,976,328

¥2,169,408

¥3,976,044
¥2,139,312

¥2,666,100

¥3,827,220¥2,636,004

¥2,829,084

¥3,878,844
¥2,768,892

¥2,465,652

６
人

¥4,300,452

¥2,803,524

¥2,825,052

¥4,463,436

４
人

¥3,076,308

７
人

¥4,913,940
¥3,251,196

¥3,414,180

８
人

¥5,527,428¥3,405,612

¥3,388,620


